
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩霞ヶ浦環境科学センター「冬の祭典(フェ

スタ)」を開催 

日時 平成20年1月26日(土) 午前10時～午後3時 

会場 茨城県霞ヶ浦環境科学センター 

   (土浦市沖宿町) 

内容 ☆環境関係団体によるパネル展示・クイズ 

   ☆霞ヶ浦の記録映画上映会 

   ☆たこ揚げ、もちつき、試食コーナー など 

問 茨城県霞ヶ浦環境科学センター 

  ℡ 029-828-0961 

⑩平成 20年度 小学校新入学児童に対する

入学祝い品の贈呈について 

(社)茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親

家庭(母子・父子家庭)のお子さんに新入学祝い品

(学用品)を差し上げます。 

申請期限 平成 20 年 1 月 31 日(木) 

申請方法 希望される保護者の方は、窓口又は電

話で、①お子さんの氏名②性別③保護

者名④住所をお知らせください。 

申 子ども福祉課(内 163) 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡029-221-7505 

         ⑫「パブリック・コメント手続き制度」意見を募集         

 「パブリック・コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を広く公開し、

意見や情報をできる限り反映させるという制度です。実施期間中は、ホームページ、市役所本所・各支

所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。 

案件名 要旨 
実施時期 

（意見提出期間） 

担当課 

(問合せ先) 

笠間市次世

代育成支援

行 動 計 画

(案) 

次世代育成推進法に基づき、子育て

については父母、その他の保護者が第

一義的責任を持つということを基本

としつつも、市のおかれた現状を踏ま

えて、市全体、地域全体で子育てや子

どもの自立を支援していくため、旧市

町の地域行動計画に新しい施策を取

り入れ、計画の統合作業を進めていま

す。 

12 月 6 日(木) 

～ 12 月 26 日

(水) 

子ども福祉課

笠間市情報

化基本計画

(案) 

笠間市総合計画基本計画で示され

た高度情報化に対応したまちづくり

や電子自治体の実現のため、情報通信

技術を活用して市民サービスの向上

と行政事務の効率化を目指す指針と

して、平成 20 年度から 24 年度までの

5 ヶ年計画の策定を進めています。 

12 月 12 日(水) 

～平成 20 年 1

月 7 日(月) 

情報政策課 

問 子ども福祉課(内 163)、情報政策課(内 566) 

 

   ⑬エコフロンティアかさま監視委員会     

日時 12 月 19 日(水) 午後 2時～ 

場所 エコフロンティアかさま 2 階会議室 

議題 施設の維持管理及び廃棄物の受入 

監視活動 

傍聴 一般の方の傍聴を受け付けますので、希望

される方は 12 月 18 日(火)の午後 4 時まで

に、次へお申し込みください。当日は、会

場に傍聴者の遵守事項を掲示しますので、

傍聴者はこれを守り、会議の円滑な進行・

運営にご協力ください。 

申・問 環境保全課(内 127) 

      ⑭「特設無料人権相談所」を開設     

開設日 ☆12 月 13 日(木)…岩間保健センター 

    ☆12 月 19 日(水)…市役所 笠間支所 

開設時間 午前 10 時～午後 3時   

     ◇相談無料・秘密厳守 

相談内容 ☆いじめ・体罰、地域・女性・外国人

などの差別問題、家庭内（夫婦・親

子・相続など）の問題 

     ☆金銭貸借、借地借家、近隣問題など 

相談員 人権擁護委員・法務局職員 

問 水戸地方法務局 ℡029-227-9919 

 

      ⑮製造事業所の皆様へ 『工業統計調査』にご協力ください     

平成 19 年工業統計調査(調査主体は経済産業省)を実施します。調査の実施に当たって

は、平成 19 年 12 月から平成 20 年 1 月にかけて製造事業所を対象に調査員がお伺いしま

す。 

工業統計調査は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として使用されると

ともに、企業・大学などでの研究資料、小・中・高等学校の教材など、広く利用されて

いる重要な調査ですので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。なお、今回の調査

から、調査事項の一部を改正しましたので、調査票の記入にあたってはご注意ください。

◆ 調査の秘密は守られます ◆ 
 
この調査は、統計法に基づいて実施します。同法では、申告義務について

定められているほか、個人情報保護について定められています。 

 

■調査上の秘密保護 

調査関係者には調査で知り得た情報を他に漏らしてはいけない守秘義

務が課せられています。 

■目的外への使用禁止 

調査票の記入内容を統計以外に使用することはありません。 

また、調査で集めた個人情報は、個人を識別できない 

形で使用しています。 

■調査票の厳重保管 

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重保管され、 

集計完了後は溶解処理されます。 

⑪平成20年度 小学校新入学児童に対する
入学祝い品の贈呈について 

④ページ              ⑤ページ

⑩霞ヶ浦環境科学センター「冬の祭典(フ
ェスタ)」を開催 

イメージキャラクター

コウちゃん

「狩猟期間」 11 月 15 日から平成 20 年 2月 15 日まで（イノシシは 3月 15 日まで） 




